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昨年のキラキラ橘商店街の七夕飾り昨年のキラキラ橘商店街の七夕飾り

当該地（マンションの建設敷地及び相談者の敷地）は商業地域で、都市計画で敷地を高度に利用す
ることができる地域として日影規制が定められていない地域であり、日照阻害については主張でき
ません。マンションの工事による相談者の建物への影響については、工事の前と後の状況を調べる
家屋調査を実施してもらうと良いでしょう。今回の建物は敷地境界の直近で２ｍ近く土を掘って基
礎工事が行われるようですが、工事中の土留め対策がしっかり行われていないと相談者の建物の土
間や壁などにひび割れが生じることも考えられますので、工事のやり方についてもきちんと確認し
ておいた方が良いでしょう。主要な事項は相手と交渉記録を取り交わしておくことをお勧めします。

相談１

回答

自宅敷地の南側に隣接して５階建の賃貸マンションが建つが、日影の影響が大きいので改善するよ
うに申し入れているが応じてくれない。また、工事の影響が自宅建物に出ないか心配である。今後、
どのように対処すれば良いか教えて欲しい。

専門面接相談事例の一部を紹介します。

相談２

回答

鉄骨造３階建住宅。壁や天井が一部カビで黒ずんでいる。雨漏りが原因と思われ、建設業者がこれ
まで何回か直したが最近また黒ずんできた。建設業者は、現在のカビの原因は結露で私の住まい方
に問題があり、建設後１０年が経ちこれ以上直せないと言っているが、今後どのように対応すれば
良いか。

品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）の定めで、雨漏りは建物の引渡後１０年間は無償で
直してもらえることになっています。１０年を超えても１０年以内に発生した雨漏りが同じ原因で
直っていないのならば直しを求めることができます。これまで何回か補修しても再発するのは原因が
特定できていないからで、この「住まい何でも相談処」のコンサルタント派遣制度を利用して結露や
雨漏りについて知識のある建築士に違った視点から現地を見てもらうと良いでしょう。

　私は国税 OB であり、主に個人や法人の調査事務に
従事しておりました。
　不動産に関しては、住宅の購入、賃貸及び土地建物
の譲渡等に関する分野の経験をして参りました。
　皆様方の税務相談に活かしていきたいと思っており
ます。

　また、税理士登録をして９年になりますが、一時、
某不動産販売の相談員をしておりました。
　その際に、譲渡所得課税の税務上の優遇措置が受け
られる特例や保有不動産の賃貸に関して発生する各種
税金の相談等を行って参りましたので、実態に添った
具体的なアドバイスができると思っております。

税理士　成田 昌昭（なりた まさあき）氏



木造住宅耐震改修助成の拡充

平成 29 年 1 月に緊急対応地区の範囲を拡大し、平成 29 年 4 月には木造住宅耐震改修工事の上限額引き上げ等を

行いました。

主な拡充内容は

◆緊急対応地区を拡大

◆高齢者、障害者等が行う耐震診断に対する助成金上限額を引き上げ

◆耐震改修工事に対する助成金上限額を引き上げ

◆緊急対応地区内における旧耐震の木造住宅（大地震の際に倒壊の恐れがある場合に限る。）除却に対する助成

金制度を開始

◆高齢者、障害者等が行う耐震装置（耐震シェルター）設置費用に対する助成金制度を開始

※助成金の交付を受けるためには、助成対象となる行為に関する契約前に、墨田区へ申請が必要です。

住み慣れた家で安心して暮らせるよう、墨田区では区内にあるすべての住宅を対象として住宅無料

耐震相談を行っています。電話でお申し込みいただけます。

木造住宅耐震改修助成のご相談または住宅無料耐震相談の申し込み先

墨田区都市計画部　防災まちづくり課

電話　５６０８－６２６９
（受付時間：平日の８：３０～１７：１５）

耐震改修工事事例 京島地区長屋耐震補強改修工事

筋交い、耐震用金物や構造用合板による壁の補強

土台や柱の接合部分に耐震用金物で補強 長屋の戸境壁を補強

遮音性能、断熱性能を向上

取り外した床板を

上がり框に再利用
屋根をセメントスレート瓦からガルバリウム鋼板に変え軽量化

　今回の事例は、二軒長屋の木造２階建です。耐震診断や補強計画は一棟として考えるため、一

方の方に耐震壁等が多く設計することになる場合があります。その場合の補強改修工事費につい

ては折半ということで考えました。  

　耐震改修に合わせて、長屋の戸境壁の遮音性能、断熱性能を向上させ、より住みやすい住宅に

なりました。

　また工事期間は改修の内容によりますが、段取りを工夫することでお住まいになりながら工事

を行うことができました。

　長屋住宅の耐震改修をして分かったことは、取りかかる前の十分な話し合いと、お互い気遣い、

理解しながら仲良く住むことが大事なことだと。

設計者の声

手摺を設置し高齢者対応

※この工事には墨田区の耐震改修

助成制度及び高齢者自立支援住

宅助成制度が利用されています。
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